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平成 2 7 年（行ウ）第 700 号 日米合同委員会議事録不開示決定取消請求事件

原 告特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス

被告国

証拠説明書（4)

2 0 1 7 （平成 2 9) 年 6 月 8 日

東京地方裁判所民事第 2 部 C係御中

原告訴訟代理人

弁護士 近 藤 卓 史

同 関 辰 郎

同 牧 田 潤一朗

同 秋 山 淳

同 加賀山 瞭

同 小 野 高 広

ー



甲 標目 原本・写 作成年月 作成者 立証趣旨 備

しの別 日 考

, 判決（東京地方裁 写し H26.3.4 東京地方 東京地裁平成 2 6 年

判所平成 2 5 年 裁判所 3 月 4 日判決（平成 2 5 

（行ウ）第 9 号） 年（行ウ）第 9 号 ウエ

ストロー・ジャパン）が、

他の訴訟において書証

として提出された文書

について、「民事訴訟法

9 1 条 1 項の規定に基

づき、現に何人も知り得

る状態に置かれている

ものと認められる」と判

示したこと。

1 0 判決（東京高等裁 写し H26. 12. 18 東京高等 甲 9 の判決の控訴審

判所平成 2 6 年 裁判所 判決である東京高裁平

（行コ）第 1 3 6 成 2 6 年 1 2 月 1 8 日

号） 判決（平成 2 6 年（行コ）

第 1 3 6 号 ウエスト

ロー・ジャパン）が、ロ

頭弁論の公開の禁止や

訴訟記録の閲覧制限の

手続がとられていない

として、「本件各文書が

訴訟記録の一部として
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